
 

 

さいたま市告示第５６２号 
さいたま市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（平成１３年さいたま市条例第２７３号）第３

条第１項に規定する負担区を次のとおり定めるので、同条第２項の規定により告示する。 
令和８年３月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 負担区の名称 

・ 第４４負担区 
２ 区域 

・ 別図に示す区域 
３ 面積 

・ ６．８ｈａ 
４ 負担区を定める日 

・ 令和８年４月１日 
５ 連絡先 

⑴  担当 さいたま市役所建設局下水道部下水道総務課管理・業務係 
⑵  電話 ０４８（８２９）１５５３ 

 



別　紙


